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⑤  都 市 施 設  

 C 0 5 0 1  都 市 施 設 の 位 置 ・ 内 容 等  

塩尻市の道路は 27 路線が都市計画決定されており、総延長 43,670ｍ、整備率 69.7％となっ

ている。また、通路が１路線都市計画決定されている。 

公園・緑地は、街区公園が６か所、近隣公園が１か所、地区公園が１か所、総合公園が１か所

の計９か所が都市計画決定されている。また、松本都市計画の都市緑地として都市計画決定され

ている広域公園が１か所ある。 

その他の都市施設としては、公共下水道や塩尻駅自転車駐車場、塩尻市衛生センター等が計画

決定されている。 

  



62 

 

表５-１ 都市施設の位置・内容等表（１／２） 

 
資料：塩尻市調査（基準日：令和 4年 3 月 31 日） 

 
  

決定年月日 都 市 施 設 名 称 事業期間
【道路】 延長(m) 幅員(m) 車線数 変更内容

S28.12. 2 3・4・ 1 試験場通線 930 16 交通広場約880㎡ 当初決定
H13. 3. 1 930 16 2 交通広場約880㎡ 車線数の決定
S28.12. 2 3・4・ 2 昭和通線 1,740 16 駅前交通広場約6,400㎡ 当初決定
H13. 3. 1 1,740 16 2 駅前交通広場約6,400㎡ 車線数の決定
S28.12. 2 3・5・ 3 桔梗ケ原線 690 12 駅前交通広場約2,400㎡ 当初決定
H13. 3. 1 690 12 2 駅前交通広場約2,400㎡ 車線数の決定
S48.10. 1 3・4・ 4 市役所通線 320 20 当初決定
H13. 3. 1 320 20 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・6・ 5 学校通線 870 11 当初決定
H13. 3. 1 870 11 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・6・ 6 片丘通線 1,310 11 当初決定
H13. 3. 1 1,310 11 2 車線数の決定
S28. 3.30 3・5・ 7 中央通線 890 15 当初決定
H13. 3. 1 890 15 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・6・ 8 大通線 410 8 当初決定
H13. 3. 1 410 8 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・5・ 9 1,610 12 当初決定
H13. 3. 1 1,610 12 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・6・10 下条通線 990 8 当初決定
H13. 3. 1 990 8 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・4・11 郷原通線 1,280 20 当初決定
H13. 3. 1 1,280 20 2 車線数の決定
S39. 7.31 3・4・12 国道通線 1,580 18 当初決定
H13. 3. 1 1,580 18 2 車線数の決定
S28.12. 2 3・6・13 松本街道線 1,270 11 当初決定
H13. 3. 1 1,270 11 2 車線数の決定
S55.10. 2 3・2・14 高出吉田線 6,100 30 当初決定
H13. 3. 1 6,100 30 4 車線数の決定
S55.10. 2 3・3・15 柿沢高出線 3,500 25 当初決定
H13. 3. 1 3,500 25 4 車線数の決定
S60.10.31 3・4・18 高校北通線 1,310 16 当初決定
H13. 3. 1 1,310 16 2 車線数の決定
S60.10.31 3・4・20 820 16 駅前広場約2,700㎡ 当初決定
H14. 2.25 820 16 2 駅前広場約2,700㎡ 車線数の決定
S60.10.31 3・4・21 野村通線 640 20 交通広場約2,100㎡ 当初決定
H14. 2.25 640 20 2 交通広場約2,100㎡ 車線数の決定
S60.10.31 3・4・22 1,020 16 当初決定
H13. 3. 1 1,020 16 2 車線数の決定
S60.10.31 1,180 16 当初決定
H12.12. 7 1,180 16 2 車線数の決定
S60. 9.30 1,120 13 当初決定
H13. 3. 1 1,120 13 2 車線数の決定
H 4. 5.11 3・6・25 原新田通線 600 9 当初決定
H13. 3. 1 600 9 2 車線数の決定
H 8. 3. 1 3・5・26 吉田原通線 930 14 当初決定
H12.12. 7 930 14 2 車線数の決定
S63. 3. 3 7・5・ 1 通学通線 270 12 当初決定
H13. 3. 1 270 12 2 車線数の決定
S60.10.31 3・4・16 広丘西通線 6,300 16 当初決定
H29.10.17 6,300 14 2 幅員の変更
S60.10.31 3・4・17 広丘東通線 5,310 16 当初決定
H30.11. 1 5,310 16 2 幅員の変更
S60.10.31 3・4・19 高原通線 680 16 当初決定
H30.11. 1 680 12 2 幅員の変更

【通路】 延長(m) 幅員(m) 変更内容
H14. 2.25 1 広丘駅東西自由通路 当初決定
H18. 6.30 約30 7

都　市　計　画　決　定　事　項 備　　考

S45～S63 整備済み

S48～H 4 整備済み

S51～S54 整備済み

S58～H 8 整備済み

S52～
一部整備済み
改良延長550ｍ

S56～
一部整備済み
改良延長700ｍ

S39～S60 整備済み

一部整備済み
改良延長340ｍ

S53～
一部整備済み
改良延長920ｍ

S51～H 9 整備済み

S39～H 4 整備済み

～S55 整備済み

S61～
一部整備済み
改良延長3,110ｍ

3・4・23 堰西えびの
子通線

S62～H20 整備済み

原新田野村
通線

3・5・24 塩尻北イン
ター通線

～S61 整備済み

H 4～H 8 整備済み

H18～H19
整備済み
立体的都市計画

H11～H26 整備済み

S63～H 3 整備済み

S60～
一部整備済み
改良延長2,430ｍ

広丘駅前通
線

大門中仙道
線

S62～
一部整備済み
改良延長2,280ｍ

H 2～H22 整備済み

H 4～H28 整備済み

S60～H 3 整備済み

S60～H22 整備済み

H 2～R3 整備済み
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表５-２ 都市施設の位置・内容等表（２／２） 

 

資料：塩尻市調査（基準日：令和 4年 3 月 31 日） 
※1 都市計画決定は、松本都市計画の都市緑地として定められている「松本平広域公園緑地」 
   また、長野県都市公園条例において、都市公園として定められている「長野県松本平広域公園」 
 

  

決定年月日 都 市 施 設 名 称 事業期間
【公園・緑地】 種別 面積(ha) 変更内容

S54.12.17 5・5・1 小坂田公園 総合公園 約23.40
H27. 7.24 区域の変更
H 9.11.17 4・4・1 塩尻北部公園 地区公園 約4.30 H 9～H21
S52. 6.30 3・3・1 長者原公園 近隣公園 約1.50
H25.12.10 区域の変更
S50. 9.18 2・2・1 大門原児童公園 街区公園 約0.25 S50～S53
S50. 9.18 2・2・2 原中央児童公園 街区公園 約0.31 S50～S53
S50. 9.18 2・2・3 桟敷原児童公園 街区公園 約0.25 S50～S53
S63. 3. 3 2・2・4 ながうね公園 街区公園 約0.21 S63～H 1
S63. 3. 3 2・2・5 長者原南公園 街区公園 約0.25 S63～H 2
H 3. 2.22 2・2・6 金塚公園 街区公園 約0.15 H 3～H 7

H 3. 1.21 松本平広域公園 広域公園 約148.70

H 9. 4.1 約149.90

【下水道】　 変更内容 認可年月日

S47. 8.10 塩尻市公共下水道
S47.8.10～
S55.3.3

S48.10. 1
（汚水 193.14ha）
（雨水 183.00ha）

S55. 3. 4
S55.3.4～
S55.6.30

S55. 4. 7
（汚水 193.14ha）
（雨水 183.00ha）

S55. 7. 1
S55.7.1～
S56.6.30

-

S56. 7. 1
S56.7.1～
S58.8.17

S56.10. 8
（汚水 193.14ha）
（雨水 183.00ha）

S58. 8.18
S58.8.18～
S60.2.24

S59. 2. 6
（汚水 193.14ha）
（雨水 183.00ha）

S60. 2.25
S60.2.25～
S62.1.12

S60. 5.13 （面積 415.00ha）

S62. 1.13
S62.1.13～
H元.2.27

S62. 2.23 （面積 415.00ha）

H元．2.28
H元.2.28～
H7.3.14

H元. 9.21 （面積 843.00ha）

H 7. 3.15
H7.3.15～
H12.7.25

H 7. 7.13
（汚水 1,420.00ha）
（雨水 1,125.00ha）

H12. 7.26
H12.7.26～
H16.12.12

H12. 9.28
（汚水 1,565.00ha）
（雨水 1,126.00ha）

- H14. 7.11
（汚水 1,590.00ha）
（雨水 1,126.00ha）

H16.12.13
H16.12.13～
H21.12.24

H17. 3.31
（汚水 1,597.00ha）
（雨水 1,126.00ha）

H21.12.25
H21.12.25～
H26.2.13

H22. 3.23
（汚水 1,575.00ha）
（雨水 1,096.00ha）

H26. 2.14
H26.2.14～
H28.10.26

H26. 3.27
（汚水 1,595.00ha）
（雨水 1,096.00ha）

H28.10.27
H28.10.27～
H29.4.5

H29. 3. 8
（汚水 1,606.00ha）
（雨水 1,108.00ha）

H29. 4. 6 H29.4.6～ -

R 3. 5.17 R3.5.17～ -

S47. 8.10 神田中継ポンプ場 敷地面積 70㎡
H16.12.13
S47. 8.10 塩尻市浄化センター 敷地面積 28,700㎡
H16.12.13

【駐車場】

S57.10.23 塩尻駅自転車駐車場 面積 約500㎡ 平面駐車場　地上１階上屋 S57

【汚物処理場】
S57.12.28 塩尻市衛生センター 面積 約18,000㎡ S58～S60 整備済み　90kl/日

【ごみ焼却場】
S49. 2.15 面積 約8,000㎡
S63.12. 8 面積 約13,200㎡

【火葬場】
S53. 9.12 塩尻市斎場 面積 約5,000㎡ S53～S54 整備済み

S57.8～
整備済み
30,700㎥/日、55,200人

整備済み
収容台数250台

塩尻朝日衛生施設組合環境
センター

H元～H 2 整備済み　90t/日

整備済み
1.2㎥／分

汚水 1,575ha
雨水 1,096ha

区域の見直し
雨水幹線及び排水区域界の一部変更

汚水 1,595ha
雨水 1,096ha

区域の拡大

汚水 1,606ha
雨水 1,108ha

区域の拡大
雨水排水区域界の一部変更

汚水 1,615ha
雨水 1,117ha

区域の拡大

汚水 1,626ha
雨水 1,128ha

区域の拡大

H3.10.21～

汚水 1,565ha
雨水 1,126ha

区域の拡大

汚水 1,565ha
雨水 1,126ha

郷原１号汚水幹線ルート変更

汚水 1,597ha
雨水 1,126ha

区域の拡大　汚泥処理方式の変更

面積 843ha 処理場用地変更 （一部道路用地化）

面積 843ha 区域の拡大  ポンプ場用地の変更

汚水 1,495ha
雨水 1,125ha

区域の拡大
汚泥処理方法変更（コンポスト→焼却）

面積 618ha
東部汚水幹線ルート変更
汚泥消化漕の廃止、コンポスト化

面積 618ha コンポスト用地変更

面積 843ha 区域の拡大

開設済み

S51～S54 開設済み

面積 618ha
計画決定区域の拡大
 ポンプ場用地の変更

開設済み
開設済み
開設済み
開設済み
開設済み
開設済み

 H 2年度～
 H13年度

開設面積 141.6ha
（松本90.6ha、

　塩尻51.0ha）※1

面積 614ha

面積 614ha 東部汚水幹線の変更

都　市　計　画　決　定　事　項 備　　考

S54～H 9 開設済み




